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（ 都 市 基 盤 の 整 備 ）  

（ １ ）景 観 形 成 推 進 の 出 発 点 と な っ た 新 川 耕 地 に つ い て は 、慎 重

な 対 応 を 行 う と と も に 、 平 成 ２ ４ 年 度 に ４ ０ ５ 万 円 を か け た

ガ イ ド ラ イ ン 策 定 が 無 駄 に な ら な い よ う 努 め ら れ た い 。  

（ ２ ）ぐ り ー ん バ ス 車 内 に 健 康 都 市 宣 言 や 平 和 都 市 宣 言 を 掲 示 し 、

市 民 へ の ア ピ ー ル を さ れ た い 。  

（ ３ ）市 民 の 生 活 実 態 や 要 望 に 柔 軟 に 対 応 し 、よ り 利 用 し や す い 、

ぐ り ー ん バ ス の 運 行 を 検 討 さ れ た い 。  

（ ４ ）白 線 や 路 面 表 示 等 の 交 通 安 全 対 策 を 拡 充 し 、側 溝 の 蓋 か け

や 、 歩 道 整 備 等 、 道 路 維 持 に 努 め ら れ た い 。  

（ ５ ）東 武 野 田 線 初 石 駅 東 口 、豊 四 季 駅 東 口 の 開 設 に 向 け 、積 極

的 に 関 係 機 関 に 働 き か け ら れ た い 。  

（ ６ ）企 業 立 地 優 遇 制 度 を 活 用 し た 、将 来 性 あ る 企 業 誘 致 に 努 め

ら れ た い 。  

（ ７ ）公 園 遊 具 は 、 安 全 利 用 ・ 市 内 事 業 者 活 用 も 念 頭 に 、 塗 装 の

剥 げ た も の も 含 め 遊 具 の 緊 急 改 善 を 実 施 さ れ た い 。  

（ ８ ）公 共 基 準 点 測 量 調 査 事 業 に つ い て は 、地 盤 変 動 の 基 準 と な

る こ と か ら 、 基 準 点 の 管 理 に は 更 に 慎 重 を 期 さ れ た い 。  
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（ ９ ）都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３ ・ ２ 号 新 川 南 流 山 線 立 体 交 差 事 業 に つ

い て は 、 県 と の 連 携 の 上 で 早 期 完 成 に 努 め ら れ た い 。  

（ １ ０ ） ３ ０ 年 以 上 地 元 か ら 要 望 さ れ て い る 市 道 ２ ５ １ 号 線 の

「 大 型 車 通 行 禁 止 」 の 実 効 化 へ の 規 制 強 化 を 警 察 に 要 望 さ れ

た い 。  

（ １ １ ）新 東 谷 調 整 池 動 態 観 測 業 務 委 託 に つ い て は 、地 元 住 民 に

不 安 を 与 え な い よ う に 、 更 な る 対 応 を さ れ た い 。  

（ １ ２ ）準 用 河 川 神 明 堀 河 川 環 境 用 水 に つ い て は 、引 き 続 き 河 川

浄 化 が 可 能 な よ う に 、 更 な る 努 力 を さ れ た い 。  

（ １ ３ ）集 中 豪 雨 の た び に 冠 水 す る 地 域 の 冠 水 緩 和 対 策 に 取 り 組

ま れ た い 。  

 

（ 生 活 環 境 の 整 備 ）  

（ １ ）自 治 会 等 交 付 金 に つ い て は 、公 正 性 を 図 る と と も に 自 治 会

活 動 の 充 実 に 役 立 て ら れ た い 。  

（ ２ ）防 犯 灯 Ｌ Ｅ Ｄ 化 へ 、５ 年 限 定 の 補 助 率 充 実 な ど 政 策 的 に 促

進 さ れ た い 。  

（ ３ ）防 犯 対 策 と し て 、市 内 の 防 犯 灯 、防 犯 カ メ ラ の 計 画 的 増 設



3 
 

に 、 さ ら に 取 り 組 ま れ た い 。  

（ ４ ）市 総 合 防 災 訓 練 は 十 分 な 周 知 徹 底 と 同 時 に 、被 災 場 所 を 明

確 に さ れ た い 。  

（ ５ ）大 雪 対 策 と し て 、自 治 会 に 対 し 凍 結 防 止 剤 等 を 配 布 さ れ た

い 。  

（ ６ ） 避 難 所 に お け る 防 災 備 蓄 品 は 年 次 計 画 で 充 実 さ れ た い 。  

（ ７ ）ペ ッ ト と 一 緒 に 避 難 で き る 避 難 所 を 市 内 ４ 地 区 ご と に 確 保

さ れ た い 。  

（ ８ ）病 害 虫 等 対 策 に つ い て は 、自 治 会 と の 連 携 を 図 り な が ら 衛

生 面 に 特 段 の 配 置 を し 、 衛 生 的 な 街 づ く り に 努 め ら れ た い 。  

（ ９ ）消 費 者 情 報 提 供 事 業 に つ い て は 、他 市 と の 比 較 も し な が ら 、

消 費 者 が 事 件 事 故 や 被 害 に 遭 わ な い よ う 万 全 を 期 さ れ た い 。  

（ １ ０ ）焼 却 炉 の 運 転 管 理 に つ い て は 、延 命 策 を 図 り な が ら 安 全

運 転 に 努 め ら れ た い 。  

（ １ １ ）「 流 山 市 自 転 車 の 安 全 利 用 に 関 す る 条 例 」 の 理 念 が 実 現

さ れ る よ う 、 関 係 者 へ の 周 知 徹 底 ・ 指 導 な ど に 積 極 的 に 取 り

組 ま れ た い 。  

（ １ ２ ） 消 防 力 の 基 準 到 達 に 取 り 組 ま れ た い 。  
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（ １ ３ ）消 防 本 部 移 転 建 て 替 え に 向 け た 必 要 な 積 立 金 を 進 め ら れ

た い 。 ま た 、 用 地 確 保 を 図 ら れ た い 。  

（ １ ４ ）出 動 手 当 引 き 上 げ な ど 消 防 団 の 処 遇 改 善 に 取 り 組 み 、定

員 の 確 保 に 努 め ら れ た い 。  

（ １ ５ ）「 蜂 の 巣 駆 除 」 に 関 し て は 既 に 対 応 駆 除 活 動 を 終 了 し て

い る に も か か わ ら ず 消 防 署 に 問 い 合 わ せ が 多 い 事 か ら 、 今 一

度 、 市 民 の 方 々 の 対 応 策 を 周 知 徹 底 さ れ た い 。  

 

（ 教 育 ・ 文 化 の 充 実 向 上 ）  

（ １ ）耐 用 年 数 を 大 幅 超 過 し て い る 学 校 施 設 な ど の 建 て 替 え に つ

い て 長 期 事 業 計 画 を 早 期 に 見 直 さ れ た い 。  

（ ２ ）中 学 校 武 道 必 修 化 に 伴 い 懸 念 さ れ る 脳 震 盪 な ど の 重 大 な 怪

我 へ の 対 応 は 、 学 校 ・ 病 院 ・ 家 庭 ・ 本 人 の 協 力 あ っ て こ そ で

あ る の で 、 充 分 な 連 携 と 最 善 の 対 応 策 を 徹 底 さ れ た い 。  

（ ３ ）児 童・生 徒 が 、熱 中 症 に な ら な い よ う 、万 全 を 期 さ れ た い 。  

（ ４ ）小 山 小 学 校 の 定 員 を 超 過 す る 児 童 の 急 増 に 対 し て は 、新 た

な 学 校 建 設 や 一 部 の 地 域 は ス ク ー ル バ ス を 活 用 し た 隣 接 校 へ

の 通 学 も 含 め 効 果 等 を 検 証 さ れ た い 。  
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（ ５ ） 児 童 生 徒 大 会 派 遣 事 務 事 業 負 担 金 補 助 交 付 金 に つ い て は 、

保 護 者 負 担 の 軽 減 に 努 め 、 選 手 等 の 強 化 に 努 め ら れ た い 。  

（ ６ ） 南 流 山 セ ン タ ー な ど 生 涯 教 育 各 施 設 の 再 整 備 に つ い て は 、

庁 内 で の 方 針 決 定 の 前 に 利 用 者 や 周 辺 自 治 会 、 議 会 等 へ 説 明

す る と と も に 、 熟 議 の 議 論 が で き る 一 定 時 間 を 確 保 す る こ と

を 前 提 に 業 務 に あ た ら れ た い 。  

（ ７ ）文 化 会 館 駐 車 場 に お け る ゲ ー ト は 置 い て お く だ け で も 毎 年

５ ０ 万 円 が 必 要 で あ る こ と か ら 、 撤 去 に １ ５ ０ 万 円 か か っ た

と し て も 早 期 に 撤 去 を さ れ た い 。  

 

（ 市 民 福 祉 の 充 実 ）  

（ １ ） 成 年 後 見 人 制 度 の 事 例 を 更 に 市 民 に 周 知 さ れ た い 。  

（ ２ ）健 康 福 祉 基 金 に つ い て は 、障 害 者 福 祉 専 用 の 基 金 と 別 建 て

と し 、 使 途 を 明 確 に さ れ た い 。  

（ ３ ）高 齢 者 ふ れ あ い の 家 支 援 事 業 の 更 な る 拡 充 を 検 討 さ れ た い 。 

（ ４ ）予 防 接 種 の Ｐ Ｒ は 主 に 病 院・診 療 所 中 心 に 行 わ れ て い る が 、

更 な る 接 種 率 向 上 に 向 け 方 策 を 検 討 さ れ た い 。  

（ ５ ）児 童 虐 待 防 止 対 策 の 充 実 を 図 る た め に 、相 談 員 の 研 修 を は
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じ め 、 職 員 の 充 実 強 化 に 努 め ら れ た い 。  

（ ６ ）保 育 所 で の 事 故 報 告 に つ い て は 市 へ の 報 告 義 務 が 現 状 で は

な い こ と か ら 、 新 シ ス テ ム 移 行 に 伴 う 要 綱 等 で の 位 置 づ け を

さ れ た い 。  

（ ７ ）保 育 施 設 に お け る 病 児 病 後 児 保 育 受 入 れ 施 設 を 早 急 に 整 備

さ れ た い 。  

 

（ 産 業 の 振 興 ）  

（ １ ）障 害 者 職 場 実 習 奨 励 金 に つ い て は 、継 続 し て 実 施 す る こ と

に よ っ て 、市 内 企 業 の 障 が い 者 雇 用 率 の 向 上 に 努 め ら れ た い 。 

（ ２ ）就 職 相 談 室 等 の 活 動 は 、正 規 雇 用 の 有 無 ま で 調 査 把 握 さ れ

た い 。  

（ ３ ）学 校 の 給 食 だ よ り 等 、市 内 産 農 産 物 活 用 を お 知 ら せ す る 場

合 に は 、 学 校 近 く の 生 産 者 を 紹 介 す る な ど 、 顔 の 見 え る 食 育

を 実 施 さ れ た い 。  

（ ４ ）市 内 農 産 物 と 市 内 飲 食 店 ・ ケ ー キ 店 ・ パ ン 屋 ・ 弁 当 店 と の

連 携 を 図 る 取 組 を 強 化 さ れ た い 。  

（ ５ ） 農 業 従 事 者 と 連 携 し 、 流 山 の 地 産 地 消 に 取 り 組 ま れ た い 。
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ま た 、 ネ ッ ト 販 売 や 商 工 農 の 連 携 強 化 に 挑 戦 で き る 環 境 を 整

備 さ れ た い 。  

（ ６ ）「 新 鮮 食 味 」 の 経 営 改 革 へ の 取 組 を 支 援 さ れ た い 。  

（ ７ ）農 家 の 協 力 を 求 め 、遊 休 水 田 の 荒 廃 化 防 止 を 拡 大 し 、徹 底

さ れ た い 。  

（ ８ ） 農 業 生 産 法 人 の 更 な る 発 展 の た め 支 援 さ れ た い 。  

 

（ 行 政 の 充 実 ）  

（ １ ）相 馬 市 及 び 能 登 町 と の 姉 妹 都 市 交 流 は 公 費 で 位 置 づ け ら れ

て い る が 、 信 濃 町 と は 一 部 の 少 年 野 球 交 流 や 中 学 校 林 間 学 校

で の 交 流 と 自 主 的 な も の に 限 ら れ て い る 。 姉 妹 都 市 観 光 交 流

事 業 に 力 を 入 れ 、 所 期 の 目 的 達 成 に 努 め ら れ た い 。  

（ ２ ）小 中 学 校 併 設 校 、市 民 総 合 体 育 館 建 て 替 え 事 業 な ど 大 き な

事 業 は 、 進 め 方 を 精 査 し 、 特 に 先 議 案 の 生 ず る こ と の 無 い よ

う に 努 力 さ れ た い 。  

（ ３ ）マ ー ケ テ ィ ン グ 活 動 に つ い て は 、全 体 を 通 し て 来 場 者 は 市

内 が ５ ４ ． ５ ％ 、 市 外 が ４ ５ ． ５ ％ と あ る が 、 市 外 か ら の 来

訪 者 の 確 保 と 地 元 商 店 の 更 な る 活 性 化 に 努 め ら れ た い 。  
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（ ４ ）定 員 適 正 化 計 画 は 、時 間 外 勤 務 時 間 や 有 給 休 暇 取 得 状 況 等

も 加 味 し た 内 容 に 改 定 さ れ た い 。  

（ ５ ）公 金 横 領 事 件 は 発 覚 が 後 年 度 で あ る こ と も 鑑 み 、発 覚 時 の

年 度 に は 少 な く と も 行 政 報 告 書 に 明 記 さ れ た い 。  

（ ６ ） 建 築 ・ 土 木 関 係 の 技 術 職 職 員 の 拡 充 を 検 討 さ れ た い 。  

（ ７ ）１ ２ ０ 以 上 の 自 治 会 が「 自 主 防 災 組 織 」を 組 織 化 し て い る

が 、活 発 な 活 動 は ご く 少 数 で あ る こ と か ら 、「 出 前 講 座 」な ど

支 援 さ れ た い 。  

（ ８ ）臨 時 財 政 対 策 債 の 発 行 は 国 の 制 度 に よ る も の で あ る が 、そ

の 償 還 財 源 が 後 日 交 付 金 に よ り 手 当 て さ れ て い る こ と を 確 認

す る 事 が で き る よ う に 国 に 要 望 さ れ た い 。  

（ ９ ）固 定 資 産 税 徴 収 に つ い て は 、超 過 納 付 請 求 が 本 市 で も あ る

こ と か ら 、 納 付 者 の 自 己 責 任 と せ ず 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 さ

れ た い 。  

 


